
令和８年度

高齢者肺炎球菌予防接種助成のお知らせ

予約制

令和8年4月1日より、使用するワクチンが今までの23価（ニューモ
バックス）より有効性が高く、効果も長く続く20価（プレベナー20）
に変わります。
福島町では、平成19年度から肺炎球菌予防接種を1回限りで助成して

きましたが、令和８年度より65歳以上全員を対象に助成します。自己
負担はありません。23価（ニューモバックス）を接種した方でも、1年
以上接種間隔を空ければ、20価（プレベナー）を受けられます。

接種を希望する場合は必ず医療機関に直接予約してください。

■対象となる方

① 65歳以上の方（接種時の年齢が65歳以上の方）
過去に肺炎球菌ワクチン23価（ニューモバックス）を受けた方も対象です。
肺炎球菌ワクチン23価（ニューモバックス）を受けた方は、1年以上空けて
ください。
接種歴を確認してください。既にプレベナー20を受けた方は対象外です。

② 60～64歳で
心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、

身の回りの生活を極度に制限される方

③ 60～64歳で
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

に障害があり、日常生活がほとんど不可能
な方

接種方法等、裏面をご覧ください。

生涯で1回限りです。

令和8年3月31日 福島町役場 福祉課



接 種 方 法

① 医療機関に必ず予約してください。

やまゆりクリニック TEL ４７－３１０１
小笠原クリニック TEL ４８－５２３１

② 当日は、それぞれ以下の書類をご持参のうえ接種して下さい。
●６５歳以上：本人確認書類

（マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証など）

●６０歳以上６４歳で日常生活活動が極度に制限される方で内部疾患の
身体障害者手帳１級に相当する方：身体障害者手帳

（または医師の診断書等）

※特別な事情で町外の医療機関で接種した場合
令和８年４月１日以降にプレベナー２０を接種した方は償還払いが可能で

す（上限額あり）。接種後に、領収書と接種済証明書（ワクチン名がわかる
もの）と振込先の通帳（コピー）を役場又は支所にご持参ください。窓口に
来られない場合はご連絡ください。

問い合わせ先 福島町役場 福祉課 TEL ４７－４６８２

高齢者肺炎球菌予防接種 令和8年4月1日から

ワクチンの種類 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン
（PCV20）
（商品名：プレベナー20）

予防効果 ・20種類の血清型を対象
・23価よりも有効性が高い
・予防効果が23価よりも長く続く
・一生で1回でよい

自己負担額 無料
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